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「世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」 

(平成 29 年５月 30 日閣議決定)（抄） 

 

第２部 官民データ活用推進基本計画 

Ⅱ 施策集 

Ⅱ－１－(９)人材育成、普及啓発等【基本法第 17 条、第 18 条関係】 

①分野横断的な施策のうち重点的に講ずべき施策 

・ テレワークの普及 

- テレワークは、働き方改革を推進するに当たっての強力なツールの

一つであり、より具体的かつ効果的な形で普及が進むようにすること

が課題。また、テレワークの普及に当たっては、関係府省庁が連携し、

ガイドラインや表彰等の普及啓発の推進、サテライトオフィスの整備

等を通じて、平成 32 年における KPI の目標値達成を図る。 

- 国家公務員については、平成 32 年度までに、①必要な者が必要な時

にテレワーク勤務を本格的に活用できるようにするための計画的な

環境整備を行い、②リモートアクセス機能の全省での導入を行う。 

- 働き方改革の一助となり、労働者、事業者、その顧客の三方にとって

効率的な結果が得られ、ワークライフバランス、生産性、満足度等の

向上を実現。 

KPI（進捗）:平成 32 年には、テレワーク導入企業を平成 24 年度比 63で

３倍、テレワーク制度等に基づく雇用型テレワーカーの割合を平成 28

年度比 64で倍増 

KPI（効果）:働く者にとって効果的なテレワークを推進 

 

63 平成 24 年度のテレワーク導入企業率は 11.5％（通信利用動向調査） 

64 平成 28 年度の雇用型テレワーカーの割合は 7.7％（テレワーク人口実態調査） 
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「女性活躍加速のための重点方針 2017」 

(平成 29 年６月６日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)(抄) 

 

Ⅰ あらゆる分野における女性の活躍 

１．女性活躍に資する働き方改革の推進 

 女性の活躍には、男女における多様で柔軟な働き方の実現が欠かせないこと

から、先般取りまとめられた「働き方改革実行計画」等を踏まえた、女性活躍

や生産性向上に資する働き方改革を強力に推し進める。 

 

（１）長時間労働の是正 

①罰則付き時間外労働の上限規制の導入 

いわゆる 36協定でも超えることのできない罰則付きの時間外労働の

上限規制の導入等、「働き方改革実行計画」に基づく労働基準法等の改

正について、関係審議会の審議を踏まえ、早期に法案を国会に提出する。 

また、中小企業における月 60 時間を超える時間外労働に対する割増

賃金率（50％以上）の適用猶予の廃止や年次有給休暇の取得促進等を内

容とする労働基準法等の改正案の早期成立を図る。 

さらに、労働者の生活時間を確保し、健康な生活を送ることができる

よう、勤務間インターバル制度の導入に向けた環境整備を行う等、長時

間労働の削減に向けた更なる取組を推進する。 

 

②健康で働きやすい職場環境の整備 

過労死等防止対策推進法及び「過労死等の防止のための対策に関す

る大綱」（平成 27 年７月 24 日閣議決定）に基づき、過労死等防止に向

けた周知・啓発の実施、相談体制の整備等を行うとともに、メンタルヘ

ルス対策等の新たな目標を掲げることを検討する。 

また、「過重労働撲滅特別対策班」（かとく）等による厳正な対応、違

法な長時間労働等を複数の事業場で行うなどの企業に対する全社的な

是正指導の実施、是正指導段階での企業名公表制度の強化など、法規制

の執行を強化する。 

 

（２）非正規雇用労働者の待遇改善 

①非正規雇用労働者（有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者）

の正社員転換・同一労働同一賃金などの待遇改善等 

非正規雇用で働く労働者の待遇を改善し、女性の多様な働き方の選択
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を広げるべく、「働き方改革実行計画」に基づき、同一労働同一賃金の

実効性を確保するための関連法案を早期に国会に提出する。 

また、キャリアアップ助成金を活用し、引き続き非正規雇用労働者の

正社員化、処遇改善、人材育成に取り組む事業主に対する助成を行うと

ともに、労働契約法に基づく無期契約への転換が平成 30 年度から本格

化することを踏まえた周知徹底、導入支援、相談支援を実施する。さら

に、「非正規雇用労働者待遇改善支援センター」を設置し、待遇改善に

向けた改善計画を策定するなどのコンサルティングを行う。 

 

   ②最低賃金・賃金の引上げ等に向けた環境整備 

最低賃金については、年率３％程度を目途として、名目ＧＤＰの成長

率にも配慮しつつ引き上げていくことで、全国加重平均が 1,000 円と

なることを目指す。また、経営力強化・生産性向上に向けて、中小企業・

小規模事業者への支援措置を平成 29 年度に拡充したところであり、引

き続き当該支援を推進するとともに、下請等中小企業の取引条件の改

善及び人事評価システムの改善を通じた賃金引上げの環境整備に対す

る助成等を実施する。 

 

   ③行政機関における同一労働同一賃金の実現に向けた待遇改善等 

国家公務員の非常勤職員について、平成 29 年度から新たに都道府県

労働局の非常勤職員に対する期末手当の支給を開始する。また、引き続

き、国家公務員の非常勤職員に関する実態調査や民間における同一労

働同一賃金の実現に向けた取組も踏まえながら、非常勤職員の処遇に

ついて検討を進める。 

地方公務員の非常勤職員については、「会計年度任用職員」制度を整

備し、任用・服務の適正化と期末手当を支給可能とすることを一体的に

進めるための改正法が成立し、平成 32 年度施行となっている。このた

め、今後、新たな制度の定着状況、民間における動向や、国家公務員に

係る制度・運用の状況等を踏まえ、また、厳しい地方財政の状況にも留

意しつつ、各地方公共団体における適正な任用・勤務条件の確保を推進

する。 

 

 （３）テレワークの推進 

テレワークを実施する際の労働関係法令の適用等の在り方を示すため

のガイドラインを新たに策定し、周知を行うことにより適正な労務管理

下における良質なテレワークの普及を図るとともに、サテライトオフィ

スを活用したモデル事業の実施やテレワーク導入経費の助成等を行う。 
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また、テレワークの普及を推進するため、セミナー開催やイベントへの

出展、先進事例の収集・広報やセキュリティガイドラインの更新、専門家

派遣などを行うともに、「ふるさとテレワーク」を導入する全国の自治体

等に対して、導入経費の補助等を行う。 

さらに、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の日程に

合わせて「テレワーク・デイ」を定め、平成 32 年までの毎年、「テレワー

ク･デイ」に企業等が一斉にテレワークを実施すること等を呼びかけ、国

民運動を展開する。 

加えて、国と地方公共団体とが連携して、企業等に対し、テレワーク導

入に係る情報提供、相談・助言等をワンストップで実施する総合的・一体

的なテレワーク推進に向けた支援窓口として、「テレワーク推進センター

（仮称）」を、国家戦略特別区域会議の下に設置する。 

国家公務員について、平成 32 年度までに、必要な者が必要な時にテレ

ワーク勤務を本格的に活用できるようにするための計画的な環境整備を

行うとともに、リモートアクセス機能の全府省での導入を行う。また、地

方公務員について、テレワークの活用により多様なワークスタイルを実

践している地方公共団体の取組事例等の収集・提供を行い、各団体の取組

を支援する。 

 

（４）ライフイベントに対応した多様で柔軟な働き方の推進 

①育児休業等の取得促進 

育児休業等を理由とするハラスメント防止措置を企業に義務付けた

改正育児・介護休業法（平成 29 年１月１日施行）の周知徹底を図ると

ともに、育児休業制度等の対象者への個別周知や、育児目的休暇の措置

を事業主に求めることなどを内容とする改正育児・介護休業法の平成

29 年 10 月１日からの着実な施行を図る。 

また、仕事と育児・介護の両立支援に取り組む企業への助成措置や中

小企業における育児・介護支援プラン導入プログラムを実施するなど、

育児休業や介護休業の円滑な取得・職場復帰による継続就業を支援する

ための取組を進める。 

 

②病気の治療と仕事の両立 

がん等の病気を抱える患者が、それぞれの希望や能力、病気の特性等

に応じて最大限活躍できる環境を整備する。医療機関・主治医、会社や

産業医、両立支援コーディネーターの「トライアングル型」のサポート

体制を構築する。 

 



- 6 - 

 

③労働者のライフイベントに応じた配置 

平成 29 年３月に公表した「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」

について、企業における転勤（転居を伴う配置の変更）の見直しのため

の参考として活用してもらうよう周知を行う。 

   

   ④個人の学び直し・復職・再就職支援 

育児等で離職した女性の復職・再就職を促進するため、専門実践教育

訓練給付の対象となる子育て女性のための「リカレント教育」講座の増

設や給付率と上限額の引上げを行うとともに、出産等で離職後、子育て

でのブランクが長くなっても受給を可能とする（離職後４年以内→離職

後 20 年以内）等のリカレント教育受講に対する支援を拡充する。 

また、子育て女性等が受講しやすいよう短期プログラムの認定制度を

創設し、これらの講座について教育訓練給付の対象とすることを検討す

る。さらに、中小企業など産業界や地方公共団体等と連携してキャリア

形成と再就職支援を一体的に行い女性が学び直しを通じて復職・再就職

しやすい仕組みづくりに関するモデル構築を行う。 

加えて、マザーズハローワーク事業の拠点数の拡充、仕事と子育てが

両立しやすい求人の確保体制の強化及び母子家庭の母等のひとり親へ

の就職支援の強化に取り組むとともに、マザーズハローワークにおける

職業訓練関係業務のワンストップ化を推進する。 

 

（５）ワーク・ライフ・バランスの推進 

①各種調達を通じたワーク・ライフ・バランスの推進 

女性の活躍の前提となるワーク・ライフ・バランスを評価する社会に

向けて、「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する

取組指針」（平成 28 年３月 22 日すべての女性が輝く社会づくり本部決

定）に基づき、国、独立行政法人等において公表したスケジュールに沿

って、取組を着実に実施する。 

また、調達時のワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価促進のた

め、こうした企業を検索可能とするよう、「女性の活躍推進企業データ

ベース」等と政府調達情報検索サイトとの連携など、調達時の情報提供

の充実を検討する。 

地方公共団体の調達においては、女性活躍推進法に基づき、地域の実

情に応じて、国の取組に準じた取組が進められるよう、先進的な取組事

例や導入手法等を示して働きかけや啓発を行う。 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に関する調達や

民間企業等における各種調達においても国等と同様の取組が促進され



- 7 - 

 

るよう、ＣＳＲ推進の観点等も考慮しつつ、先進的な取組事例や導入手

法等を示して、民間企業、団体等に働きかける。また、取引先企業の女

性活躍、ワーク・ライフ・バランス等を調達で評価する先進的な企業が

社会的に認められるよう、関連する企業表彰等において、こうした取組

を評価する。 

 

②「地域働き方改革会議」における取組の支援 

各地域の地方公共団体や労使団体、金融機関などの地域の関係者から

なる「地域働き方改革会議」において、地域の特性や課題の分析、これ

に基づく仕事と子育て・介護等が両立できる環境整備や、ワーク・ライ

フ・バランスの推進、長時間労働の是正、女性の活躍促進などの「働き

方改革」について、地域特性に応じて、ワーク・ライフ・バランス等推

進企業を評価する公共調達等、様々な取組を進めることを支援する。こ

のため、「地域働き方改革会議」の求めに応じ、関係府省及び専門家か

らなる「地域働き方改革支援チーム」が構成員の派遣、働き方改革の優

良事例や働き方改革アドバイザー養成のためのカリキュラム等の必要

な情報支援を実施し、地域における先駆的・優良な取組の横展開を継続

して支援していく。 

 

③経営者・管理職の意識改革の推進 

ワーク・ライフ・バランスに関する企業の取組のうち、時間や場所に

制約のある社員のキャリア形成を促進し、職場の働き方の変革につなが

った先進事例を収集するとともに、事例集を活用し、ＨＰ等による情報

発信や経済団体と連携したセミナー等を開催する。 

 

④公務員の働き方改革とワーク・ライフ・バランスの推進 

国家公務員について、男女のワーク・ライフ・バランス等を進める管

理職に対する適切な人事評価の徹底を始めとするマネジメント改革、国

会関係業務の効率化、徹底した超過勤務の縮減や休暇の取得促進、平成

28 年度から原則として全ての職員を対象に拡充されたフレックスタイ

ム制の円滑な運用などの働き方改革により、女性活躍に資する取組を進

める。また、フレックスタイム制の利用状況等を踏まえて、柔軟で多様

な勤務が可能な環境整備に資する取組を行う。 

さらに、政策の質や行政サービスの向上につながるよう、「ワークラ

イフバランス推進強化月間」や「ゆう活」も含め、ワーク・ライフ・バ

ランスの推進に関する取組を強化する。 

地方公務員については、ワーク・ライフ・バランス推進に係る先進的
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事例の積極的な収集・提供のほか、各地方公共団体が抱える課題の解決

に資する意見交換の場の設置等を通じ、各団体の取組を支援する。また、

地方公共団体における「ゆう活」の取組の充実を図る。 

 

２．男性の暮らし方・意識の変革 

 男性の暮らし方・意識の変革は、我が国における女性の活躍の未来を拓くた

めにも極めて重要であることから、男性の家事・育児等への参画促進に取り組

むとともに、男性が家事・育児等を行う意義の理解の促進を図る。 

 

（１）男性の家事・育児等への参画促進 

①男性の育児休業の取得状況の「見える化」の推進 

基本計画における政府全体の目標（13％）の達成に向けて、女性活躍

推進法に基づく「女性の活躍推進企業データベース」での公表に加え、

男性の育児休業の取得状況の「見える化」を推進し、男性の働き方の見

直しを図る観点から、次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画

の記載事項の見直しを行う。 

また、育児休業の取得時期・期間や取得しづらい職場の雰囲気の改善

など、ニーズを踏まえた育児休業制度の在り方について、総合的な見直

しの検討に直ちに着手し、実行していく。 

 

   ②公務員の男性職員の育児への主体的な参画の推進 

     国家公務員の男性職員の家庭生活（家事、育児及び介護等）への関わ

りを推進するため、大臣や事務次官、官房長等がメッセージを発出する

等により、職場の雰囲気の醸成、管理職員に対する意識啓発、職員への

仕事と家庭の両立支援制度の周知等を行う。特に、男性職員の育児休業

の取得については、基本計画における政府全体の目標（13％）の達成に

向けて引き続き男性職員や管理職員等の意識啓発を図るとともに、「男

の産休」（配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇）についても、全

ての男性職員が両休暇合計５日以上取得することを目指し、強力に取

得促進を図る。 

     また、男性職員が利用できる両立支援制度の周知・啓発を徹底すると

ともに、育児を行う職員のキャリアパスの充実や育児に関するハラス

メントの防止についてどのような意識を持つべきかを考える機会の提

供を幅広く行う。 

     地方公務員については、高水準の男性の育児休業取得率を達成して

いる地方公共団体の取組事例等の収集・提供のほか、各種ハラスメント

の防止を含め、各地方公共団体が抱える課題の解決に資する意見交換
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の場の設置等を通じ、各団体の取組を支援する。 

 

   ③先進的な取組事例の収集及び情報提供 

     男性の家事・育児等への参画を促進させるため、結婚支援事業や地域

で開催される農業祭、収穫祭といったイベント、男女共同参画センター

等における、家事・育児等に関する講座、男性の家事参画に関する啓発

等についての先進的な取組事例を収集し、情報提供を行う。また、外出

時における育児の負担軽減についての地方公共団体や民間団体による

先進的な取組事例を収集し、情報提供を行う。 

 

（２）男性が家事・育児等を行う意義の理解促進 

   ①男性の家事・育児等への参画についての国民全体の気運醸成 

男性が家事・育児等に参画する社会の実現に向け、男性の家事・育児

等への参画の家庭や企業、社会における意義に対する理解を深めるため、

様々な媒体を活用した広報を実施するとともに、官民の有機的な連携の

下、食育関連事業といった家事・育児等に関連付けられるイベント等を

活用したキャンペーンを実施する。 

男性の家事・育児等への参画に対する世論形成を促進するため、自社

の商品・サービス等の提供又はその広報を通じて男性の家事参画を支援

し、男性の家事・育児等への参画のポジティブなイメージを発信してい

る企業のネットワーク化を行う。 

 

   ②子供の安全に関する男性の意識の更なる醸成 

     男性が子供の安全を含め多様な生活の視点を持ち、また、安心して家

事・育児等に参画できるよう、地方公共団体や消費者関連団体等と連携

して啓発手法の開発・実施を行う。 

 

   ③配偶者の出産直後の男性の休暇取得の促進 

配偶者の出産直後の男性の休暇取得を促すことにより、男性の家事・

育児等への参画・意識改革を進める「さんきゅうパパプロジェクト」に

ついて、様々なイベント等を通じて、地方公共団体、企業・団体の人事

部門・管理部門の担当者や、子育て中の方々にハンドブックを活用した

啓発活動等を実施し、子育て世代の気運醸成を図る。 
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Ⅲ 女性活躍のための基盤整備 

１．子育て、介護基盤の整備 

 潜在力たる女性の活躍が不可欠となる中で、保育所に子供を預けられな

い、介護のために離職せざるを得ない、一人で育児と介護の二つのケアを同

時に担う、いわゆる「ダブルケア」に直面している等、家族のケアに関する

国民の切実な声に応えるべく、子育て・介護基盤を整備するとともに、家事

の効率化等に資する支援を行う。 

 

（１）待機児童解消や「介護離職ゼロ」に向けた子育て、介護基盤の整備、

家事支援の充実 

①幼児教育・保育・子育て支援の「量的拡充」及び「質の向上」 

 「少子化対策大綱」（平成 27 年３月 20 日閣議決定）に基づき、消費

税財源から確保する 0.7 兆円程度を含め１兆円程度の財源を確保し、

子ども・子育て支援新制度における幼児教育・保育・子育て支援の

「量的拡充」及び「質の向上」を図る。 

 

②保育士等の処遇改善 

 平成 29 年度から新たに全ての職員に対する２％の処遇改善を行うと

ともに、技能・経験を積んだ職員に対する追加的な処遇改善を行って

おり、これらの処遇改善について着実に取り組む。 

 

③保育の受け皿確保 

 企業主導型保育事業により確保する５万人分の受け皿拡大を含め、

「待機児童解消加速化プラン」等に基づく 50 万人を超える受け皿整備

を進める。 

 引き続き企業主導型保育事業の活用等も図りつつ、多様な保育の受

け皿を拡充するとともに、「子育て安心プラン」に基づき、安定的な財

源を確保しつつ、待機児童解消等の取組を推進する。 

 また、夜勤や休日勤務など多様な働き方に対応した仕事と子育ての

両立に対する支援として、ベビーシッター派遣サービスの利用を支援

する。 

 

④保育士の確保促進や柔軟な保育サービスの提供等 

 都市公園内に保育所等の設置を可能とすることで、用地不足に悩む

都市部において、保育所整備に取り組む。 

 国家戦略特区において、地域限定保育士事業を活用した保育士の確

保促進や、小規模認可保育所における対象年齢の拡大による柔軟な保
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育サービスの提供に取り組む。また、国家戦略特区における家事支援

外国人受入事業の活用を図る。 

 

⑤「介護離職ゼロ」に向けた介護サービス基盤の整備 

 介護離職防止及び特養待機者の解消を図るため、2020 年代初頭まで

に、介護施設及び在宅サービス等の整備量を約 12 万人分前倒し・上乗

せし、約 50 万人分以上に拡大する。また、介護人材の処遇改善、多様

な人材の確保・育成、生産性の向上を通じた労働負担の軽減等によ

り、介護サービスを支える介護人材の確保に引き続き取り組む。 

 

⑥乳児用液体ミルクの普及に向けた取組 

 災害時の備えや外出時、夜間における授乳を簡便に行うという観点

から有用であり、授乳に使用される乳児用調整粉乳に代わる新たな選

択肢となり得る乳児用液体ミルクの普及実現に向けて、事業者に対す

るヒアリングによる開発状況の把握、薬事・食品衛生審議会における

審議等を通じて、食品衛生法に基づく規格基準の設定に向けた取組を

推進する。また、健康増進法に基づく特別用途食品としての許可につ

いても、乳児用調整粉乳との違いを踏まえ、品質の担保や摂取する際

の安全性の確保等について、事業者に対するヒアリングや有識者から

の意見聴取を行い、基準設定に向けた取組を推進する。 

 加えて、乳児用液体ミルクの有用性を踏まえ、関係機関とも連携を

図りながら、様々な機会をとらえ、製品化の後押しに向けた取組を継

続的に実施する。 
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「経済財政運営と改革の基本方針 2017」 

(平成 29 年６月９日閣議決定)（抄） 

 

第２章 成長と分配の好循環の拡大と中長期の発展に向けた重点課題 

 「人材への投資による生産性向上」を実現するため、働き方改革を推進すると

ともに、投資やイノベーションの促進を図る。持続的な経済成長を実現するため、

消費の活性化を図る。地方創生、中小企業支援を進め、安全で安心な暮らしと経

済社会の基盤を確保する。 

 具体的には以下の取組を進める。 

 

１．働き方改革と人材投資を通じた生涯現役社会の実現 

 労働生産性を上げ、成長と分配の好循環を加速するため、働き方改革の取組を

速やかに実行していくとともに、未来への先行投資として、人材への投資を強化

し、生涯現役社会の実現を目指す。 

 

（１）働き方改革 

 総理が議長となり、労働界と産業界のトップが参加した働き方改革実現会議

において合意を経て取りまとめられた「働き方改革実行計画」に忠実に従って働

き方改革を推進する。法改正が必要な事項については、早期に法案を国会に提出

する。改正法の施行に当たっては、本制度改正は中小企業をはじめ企業活動に与

える影響が大きいものとなるため、十分な法施行までの準備期間を確保する。 

 

①同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善 

 職務内容、職務の成果・能力・経験等に対する正規雇用労働者とパートタイム

労働者・有期雇用労働者・派遣労働者を通じた公正な評価・待遇決定の推進や、

そうした公正な待遇の決定が、労働者の能力の有効な発揮等を通じ、経済及び社

会の発展に寄与するものであるなどの大きな理念を明らかにした上で、政府が

示した同一労働同一賃金のガイドライン案の実効性を担保するため、裁判（司法

判断）で救済を受けることができるよう、その根拠を整備する法改正を行う。 

 これにより、同一企業・団体における正規雇用労働者と非正規労働者の間の不

合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が

得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにし、我が国か

ら「非正規」という言葉を一掃することを目指す。 

 具体的には、パートタイム労働法、労働契約法及び労働者派遣法の改正を図る。 

ⅰ）労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定を整備する。現行制度では、
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有期雇用労働者について、基本給や各種手当等の趣旨・性格に照らして、実態

に違いがなければ同一の待遇（均等待遇）を確保するための規定が整備されて

いない。また、派遣労働者については、均等待遇だけでなく、基本給等の趣旨・

性格に照らして、実態に違いがあれば違いに応じた待遇（均衡待遇）を確保す

るための規定も整備されていない。このため、有期雇用労働者について、均等

待遇を求める法改正を行う。また、派遣労働者について、均等待遇及び均衡待

遇を求める法改正を行う。さらに、パートタイム労働者も含めて、均衡待遇の

規定について、明確化を図る。 

ⅱ）労働者に対する待遇に関する説明を義務化する。企業側しか持っていない情

報のために、労働者が訴訟を起こせないといったことがないよう、事業者は、

有期雇用労働者についても、雇入れ時に、労働者に適用される待遇の内容等の

本人に対する説明義務を課する。また、雇入れ後に、事業者は、パートタイム

労働者・有期雇用労働者・派遣労働者の求めに応じ、比較対象となる労働者と

の待遇差の理由等についての説明義務を課する。 

ⅲ）裁判外紛争解決手段（行政ＡＤＲ）を整備し、均等・均衡待遇を求める当事

者が無料で利用できるようにする。 

ⅳ）派遣先事業者に対し、派遣先労働者の賃金等の待遇に関する情報を派遣元事

業者に提供する義務などの規定を整備する。派遣労働者として十分に保護が

図られている場合として、同種業務の一般の労働者の賃金水準と同等以上で

あるなどの要件を満たす労使協定を締結し、実際に協定が履行されている場

合は、派遣先労働者との均等・均衡待遇を求めないこととする。 

 また、説明会の開催や情報提供・相談窓口の整備等を図り、中小企業等の実情

も踏まえ労使双方に丁寧に対応することを求める。さらに、不本意非正規労働者

の正社員化や賃金引上げの支援とともに、賃金だけでなく諸手当を含めた待遇

制度の正規・非正規共通化等に取り組む企業を支援する。 

 

②長時間労働の是正 

 労働基準法を改正し、いわゆる 36 協定でも超えることができない、罰則付き

の時間外労働の限度を具体的に定める法改正を行う。 

 具体的には、週 40 時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を、原則と

して、月 45 時間、かつ、年 360 時間とし、違反には以下の特例の場合を除いて

罰則を課す。特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意し

て労使協定を結ぶ場合も、上回ることができない時間外労働時間を年 720 時間

とする。かつ、年 720 時間以内において、一時的に事務量が増加する場合につい

て、最低限、上回ることのできない上限を設ける。 

 この上限について、ⅰ）２か月、３か月、４か月、５か月、６か月の平均で、

いずれも、休日労働を含んで、80 時間以内を満たさなければならない。ⅱ）単



- 14 - 

 

月では、休日労働を含んで 100 時間未満を満たさなければならない。ⅲ）時間外

労働の限度の原則は、月 45 時間、かつ、年 360 時間であることに鑑み、これを

上回る特例の適用は、年半分を上回らないよう、年６回を上限とする。 

 また、可能な限り労働時間の延長を短くするため、新たに労働基準法に指針を

定める規定を設け、行政官庁は、当該指針に関し、使用者及び労働組合等に対し、

必要な助言・指導を行えるようにする。 

 職場のパワーハラスメント防止を強化するため、政府は労使関係者を交えた

場で対策の検討を行う。あわせて、過労死等防止対策推進法に基づく大綱におい

てメンタルヘルス対策等の新たな目標の検討など、政府目標を見直す。 

 さらに、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法を改正し、事業者は、前

日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければな

らない旨の努力義務を課し、勤務間インターバル制度の普及促進に向けて、労使

関係者を含む有識者検討会で議論する。 

 また、改正法の施行後５年を経過した後適当な時期において、必要があると認

めるときは所要の見直しを行う。 

 現行制度の適用除外の取扱いについては、以下のとおり、実態を踏まえて対応

を図る。自動車の運転業務については、改正法の施行５年後に、年 960 時間以内

の規制を適用し、かつ、将来的には一般則の適用を目指す旨の規定を設ける。建

設事業については、改正法の施行５年後に、罰則付き上限規制の一般則を適用

（ただし、復旧・復興の場合は、単月で 100 時間未満、２か月ないし６か月の平

均で 80 時間以内の条件は適用しない）し、将来的には一般則の適用を目指す旨

の規定を設ける。医師については、改正法の施行５年後を目途に規制を適用する

こととし、２年後を目途に規制の具体的な在り方等について医療界の参加の下

で検討し、結論を得る。新技術、新商品等の研究開発の業務については、実効性

のある健康確保措置を課することを前提に、現行制度で対象となっている範囲

を超えた職種に拡大することのないよう、対象を明確化した上で適用除外とす

る。 

 また、突発的な事故への対応を含め、事前に予測できない災害その他避けるこ

とのできない事由については、労働基準法第 33 条による労働時間の延長の対象

となっており、この措置は継続する。 

 さらに、改正法の施行に向け、取引条件改善など業種ごとの取組を推進する。

自動車運送事業については、関係府省庁横断的な検討の場を設け、行動計画を策

定・実施する。特にトラック運送業においては、ガイドラインの策定、生産性向

上に向けた措置、荷主の協力を確保するために必要な措置、支援策を実施する。

建設業については、発注者を含めた関係者で構成する協議会を設置するととも

に、業界等の取組に対し支援する。ＩＴ産業については、業界団体等による数値

目標を政府がフォローアップし、長時間労働是正の取組を促す。 
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 また、労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化を図る。 

 労働時間規制の執行を強化するため、労働基準監督官の業務を補完できるよ

う、民間活用の拡大を図る。 

 取引関係の弱い中小企業等は、発注企業からの短納期要請や、顧客からの要求

などに応えようとして長時間労働になりがちである。商慣習の見直しや取引条

件の適正化を、一層強力に推進する。 

 意欲と能力のある労働者の自己実現の支援のため、高度プロフェッショナル

制度の創設や企画業務型裁量労働制の見直しなどの法改正について、国会での

早期成立を図る。 

 

③柔軟な働き方がしやすい環境整備 

 雇用型テレワークのガイドラインを改定し、在宅勤務以外の形態の追加、フレ

ックスタイム制等の活用方法の明確化、深夜労働の制限などの長時間労働対策

例の推奨を行う。また、セキュリティ面の対応に関するガイドラインも改定する。 

 非雇用型テレワークをはじめとする雇用類似の働き方の実態を把握し、有識

者会議を設置して法的保護の必要性を検討する。また、現行の非雇用型テレワー

クの発注者向けガイドラインを改定し、仲介事業者に求められるルールを明確

化する。 

 副業・兼業について、労働者の健康確保に留意しつつ、原則認める方向で、普

及促進を図る。これまでの裁判例や学説の議論を参考に、合理的な理由なく副

業・兼業を制限できないことをルールとして明確化するとともに、長時間労働を

招かないよう、労働時間等の管理方法を盛り込んだガイドラインを策定し、モデ

ル就業規則を改定する。 

 

④病気の治療、子育て・介護等と仕事の両立、障害者就労の推進 

 治療と仕事の両立に向けて、疾患別に、治療方法や症状の特徴など、両立支援

に当たっての留意事項等を示した、会社向けのサポートマニュアルを作成し、普

及を図る。主治医、会社・産業医と、患者に寄り添う両立支援コーディネーター

のトライアングル型のサポート体制を構築する。また、慢性疼痛対策に取り組む。 

 今後の待機児童の改善状況等も踏まえ、2018 年度（平成 30 年度）以降の保育

の受け皿について子育て安心プランに基づく取組を推進するとともに、総合的

な人材確保対策を講ずる。あわせて、放課後児童クラブについて、受け皿整備等

を進める。男性の育児参加を促進するため、育児休業制度の在り方について総合

的な見直しを行うとともに、次世代育成支援対策推進法による男性の育休取得

状況の「見える化」等を検討する。 

 介護の受け皿について、2020 年代初頭までに、50 万人分以上の整備を確実に

推進する。 
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（２）人材投資・教育 

③リカレント教育等の充実 

 雇用吸収力や労働生産性の高い職業への転職・再就職を支援することは、国全

体の労働参加率や生産性の向上につながる。また、企業を取り巻く経済社会環境

の変化は加速し、企業内だけで人材育成を行うことは、技術的にも資金的にも難

しい状況になっている。このため、都道府県、大学、高等学校、公設試験研究機

関、地元産業界等の参加等により地域人材育成を図る仕組みを構築する。さらに、

離職した女性の復職・再就職や社会人の学び直しなどを支援するため、受講しや

すい講座の充実・多様化や教育訓練給付の対象の拡大等により、リカレント教育

の充実を図る。また、実践的な職業教育を行う専門職大学の創設、サービス産業

の生産性向上を担う経営人材を育成するため、大学等における食分野、観光分野

等 20 の実践的な専門教育プログラムの開発を促進するほか、キャリア教育の推

進、高等学校における学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）の活用促

進等を図る。 

 

（３）少子化対策、子ども・子育て支援 

 社会保障における世代間公平の確保を目指し、全世代型社会保障の実現に取

り組む。そのため、待機児童解消や子供の貧困対策を含め、少子化対策・子育て

支援を拡充する。 

 引き続き企業主導型保育事業の活用等も図りつつ、多様な保育の受け皿を拡

充し、待機児童の解消を目指すとともに、各自治体における状況等も踏まえて子

育て安心プランに基づき、安定的な財源を確保しつつ、取組を推進する。 

 保育人材を確保するため、保育士の処遇改善に加え、多様な人材の確保と人材

育成、生産性向上を通じた労働負担の軽減、さらには安心・快適に働ける環境の

整備を推進するなど総合的に取り組む。また、子ども・子育て支援の更なる「質

の向上」を図るため、消費税分以外も含め、適切に財源を確保していく。 

 結婚の希望の実現に向けた支援を行うとともに、妊娠期から子育て期まで切

れ目なく、多胎児も含めて子育てを支援する体制を拡充する。不妊治療に係る相

談機能等の充実や、地域全体で子供たちの学びや成長を支える活動の推進や小

児・周産期医療提供体制の充実、医療的ケア児の支援に取り組むほか、病児保育

を推進する。また、空き教室等を活用し、放課後児童クラブや放課後子供教室等

の整備を進める。 

 世代を超えた貧困の連鎖をなくすための取組として、子供の居場所づくりや

学習支援、特別養子縁組や里親など社会的養育の推進、ひとり親家庭支援、配偶

者暴力被害等困難を抱えた女性とその子供への支援、国民運動の展開や地域ネ

ットワークの形成など子供の貧困に対する社会全体の取組支援、児童相談所の

設置促進など児童虐待防止対策等に取り組む。 
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（４）女性の活躍推進 

 女性活躍を加速するため、女性活躍情報の「見える化」の徹底と活用の促進と

ともに、働き方改革、女性リーダーの育成、男性の暮らし方・意識の変革、女性

に対するあらゆる暴力の根絶、女性活躍を支える制度や基盤の整備等を進め、各

界各層、全国各地における自発的な取組を促す。 

 女性活躍推進法の施行状況を踏まえ、労働時間などの個別企業の情報が確実

に公表されるよう、2018 年度（平成 30 年度）までに必要な制度改正を検討する。

また、育児等で離職した女性の復職に積極的な企業への支援や情報公開を推進

する。 

 短時間労働者の被用者保険の更なる適用拡大について検討を行い、必要な措

置を講ずる。企業の配偶者手当について、労使の真摯な話し合いの下、前向きな

取組が行われるよう、働きかけていく。 
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「未来投資戦略 2017」 

(平成 29 年６月９日閣議決定)（抄) 

 

３．人材の育成・活用力の強化 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅱ）生産性・イノベーション力の向上につながる働き方の促進 

①多様で柔軟な働き方の実現 

・長時間労働を是正し、働く方の健康を確保しつつ、創造性の高い仕事で自

律的に働く個人が、意欲と能力を最大限に発揮し自己実現をすることを支

援するため、高度プロフェッショナル制度の創設や企画業務型裁量労働制

の見直し等を内容とする労働基準法の改正法案について、国会での早期成

立を図る。 

・長時間労働を是正するため、いわゆる 36 協定でも超えることができな

い、罰則付きの時間外労働の限度を具体的に定める労働基準法改正法案を

国会に提出する。 

・仕事ぶりや能力が適正に評価され、意欲を持って働けるよう、同一企業・

団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理

な待遇差の解消を目指す同一労働同一賃金を導入するため、パートタイム

労働法、労働契約法及び労働者派遣法の改正法案を国会に提出する。 

・労働者の健康確保に留意しつつ、副業・兼業を原則として認める方向で副

業・兼業の普及促進を図る。 

・働く方の健康確保のため、産業医・産業保健機能の強化を図る。このため、

必要な法令・制度の改正を行う。 

・柔軟な働き方が普及する中で、最新の技術を活用した健康管理手法等につ

いて、好事例の収集、開発・普及支援等を行っていく。また、将来的な導

入も視野に入れ、新たな労務管理指標等を検討する。 

・子育て・介護と仕事の両立や地方への人や仕事の流れの創出等、多様な人

材の能力発揮を可能とするテレワークについて、長時間労働を招くことが

ないよう留意しつつ、その普及に向けて、ガイドラインの改定を行うとと

もに、関係府省が連携して国民運動等を展開する。 

・「雇用関係によらない働き方」について、良好な就業形態となるよう、実

態を把握した上で、働き手が自律したキャリア・スキル形成を行うことを

可能とする支援策を検討・実施するほか、保護の在り方に関する検討等を

行う。こうした取組を通じて、企業・組織に属さない働き方を選択肢の一

つとして確立させる。 
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②賃金引上げと労働生産性向上 

 過去最高水準の企業収益を継続的に賃上げにつなげて労働分配率を上昇

させることにより総雇用者所得を増加させていくとともに、最低賃金につい

て年率３％程度を目途として、名目 GDP の成長率にも配慮しつつ引き上げ、

全国加重平均が 1,000 円となることを目指す。賃上げしやすい環境の整備に

向けて、中小企業等経営強化法による生産性向上支援や下請等中小企業の取

引条件の改善等を図るとともに、金融機関と連携しながら企業の労働生産性

の向上に資する設備投資を促進するなど賃金・生産性の向上に向けた支援を

行う。賃金引上げに必要な経営力や収益を高めるため、セミナーや個別相談

等の支援の枠組みを設け、飲食業等の生活衛生関係営業において先行し、他

の業種へ拡大を図る。 

 

③経営戦略としてのダイバーシティの実現 

 中長期的な企業価値向上につながるダイバーシティ経営の実践を促すた

め、昨年度策定した「ダイバーシティ 2.0 行動ガイドライン」（平成 29 年３

月ダイバーシティ 2.0 検討会取りまとめ）も踏まえ、継続的なダイバーシテ

ィ経営の取組で成果を生んでいる企業を表彰する新たな仕組みを導入する。 

 

④女性活躍の更なる促進 

 「子育て安心プラン」に基づき、安定的な財源を確保しつつ、待機児童解

消等の取組を推進する。これらを含め、女性活躍の更なる推進に向けて、「女

性活躍加速のための重点方針 2017」（平成 29 年６月６日すべての女性が輝

く社会づくり本部決定）に基づき、女性活躍情報の「見える化」徹底による

労働市場・資本市場における活用の促進、女性活躍に資する働き方、男性の

暮らし方・意識の変革、女性に対する暴力の根絶、待機児童解消のための取

組等、必要な施策を推進する。なお、若い世代や子育て世帯に光を当ててい

く中で、個人所得課税の改革について、その税制全体における位置付けや負

担構造の在るべき姿について検討し、丁寧に進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


